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  付表 競技者によるコーチの信頼感、その前提条件と結果 
 調査項目 
 （信頼） 
 1 私は私のコーチと、自分の考えや感情や希望を自由に話し合える 
 2 私は自分にとって重要な課題や問題をコーチに気軽に相談できる 
 （公正さ） 
 3 私のコーチはすべての競技者の努力の結果をプラスに評価する 
 4 私のコーチは競技者たちを公平に扱おうとしている 
 5 私のコーチは強い正義感をもっている 
 （善意） 
 6 私のコーチは私にとって大切なことは何かによく考えてくれる 
 7 私のコーチは私の要求や希望をとても尊重してくれる 
 8 私のコーチは面倒がらずに私のことを助けてくれる 
 （誠実） 
 9 私のコーチは私に誠実に対応してくれる 
10 私のコーチは私にいつも真実を語る 
11 私のコーチの態度や行動には一貫性がある 
12 私は私のコーチの価値観が好きだ 
 （能力） 
13 私のコーチは私たちの競技成績を高めてくれる特殊な能力を持っている 
14 私のコーチはコーチの仕事の仕事をするのにきわめて有能である 
15 私のコーチはやろうとすることを成功させる人だという評判だ 
16 私は私のコーチの技能に非常に信頼を感じている 
17 私のコーチはコーチの仕事について豊富な知識を持っている 
 （関与） 
18 チームに入ってから、私の価値観とコーチの価値観はだんだん似てきた 
19 私は私のコーチと親密な間柄の感じを持っている 
 （協力） 
20 私は私のコーチの仕事がうまくいくように進んで協力している 
21 私は私のコーチとすすんでコミュニケーションを行っている 
 （成果の評価） 
22 コーチの指導によって今シーズンの私のチームの成績は向上した 
23 コーチの指導でシーズンの目標をこれまでに十分に達成できた 
24 コーチの指導で前のシーズンと比べての私の成績は向上した 
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はじめに
周知のように、平成 24年 6月に文部科学省が『大
学改革実行プラン』を公表して以降、社会の変革の
エンジンとなる大学づくりが唱道され、それに呼応
して「大学教育の質的転換」3） （p.7） の取組みが求
められることとなった。こうした状況を受けて、「教
育課程の体系化」や「組織的な教育の実施」など、
質保証にかかわる方策の根幹を成す「学生の『主体
的な学び』の確立・強化」3） （p.4） を目指した教育
方法の革新は個別の教育・研究分野にとっても喫緊
の重要課題となっている 6）。
体育専門学群では、この課題の解決に向けて、わ
が国初のクラウドタイプの動画データベース（Sport 
PDCA）の活用を通して、学生の「学士力」を支え
る「実技力」の評価と向上を促進する主体的学修支

援ツールとして「実技検定」を考案し、運用を開始
している。
本稿では、「その任を十分に果たし得る」と結論
づれらけた、昨年の「標準」11）に引き続き、平成
26年秋 AB学期の「種目別コーチング演習Ⅱ」で
初めて実施された「上級」について、設置の背景や
経緯および意義と役割に触れつつ、授業後に実施し
た受講生へのアンケート調査結果について報告す
る。

1　�「上級モデル」設置の背景と経緯および意義と
役割

1.1　背景と経緯
本学群では、体育・スポーツ学を学ぶ学生の「学
士力」に不可欠な実技力の評価と向上に関する教育
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の実質化とその質的保証の「徹底推進」3） （p.2） を
図るため、平成 25年度入学者から「実技検定」を
実施している。この謂わば「筑波スタンダード」の
実技版がなぜ生まれたのか、その背景と経緯につい
ては、すでに昨年度の「標準」を検証する際に報告
した。しかしながら、ここでは今一度、「実技検定」
設置の背景と経緯を簡単にレビューし、「上級」も
必要不可欠であるとした前提について概述する。

21世紀を迎えて、インターネットを通じて授業
を受ける「e-ランニング」や大規模公開オンライン
講座（MOOC）の登場など、教育分野への情報通信
技術（ICT）活用が盛んになったり、教室で講義を
受け自宅で課題に取り組むやり方を反転し、予めパ
ソコン等を使って説明動画を観てきた上で議論や
実習をする「反転授業」の成果が報告されるなど、
わが国でも高等教育の教育システムを再考する時
期が到来した。
例えば、平成 24年 6月に文部科学省から示され

た「大学政策の方向性」では、「大学教育の質的転
換」に「学修成果の把握（アセスメントテスト等）」
「学修時間の増加、教員の組織的教育、学修環境の
整備等」が、さらに「大学教育に求められること」
には「実習や体験活動などの教育によって知的な基
礎に裏付けられた技術や技能を身に付けること」が
示され、それは「教員全体の主体的な参画により、
教員間の連携と協力により教育を実施」すること
でなされると記されている 3）。加えて、平成 25年
5月の「教育再生会議第三次提言」では、「学生の
能動的な活動を取り入れた授業や学習法（アクティ
ブ・ラーニング）、双方向の授業展開」が、平成 26
年 4月の第 20回教育再生実行会議に提出された資
料「教員免許制度・教員養成の改善について」では、
「専門性や実践性に優れた教員を十分に養成してい
く必要がある」ことが明記されてもいる 3）。
こうした背景を踏まえて、体育・スポーツ学にか
かわる分野での「大学教育の質的転換」に対し、「学
生の実技力」に特化したコンテンツという観点か
ら、「体育」の専門学群における学士力の形成・発
展とそのための教育の実質化とその質的保証に応
えようとしたのが「実技検定」である。
その期待される成果には、①実技力の向上、②実
技力学修のための主体的な学びの保証、③実技に関
する授業の学修成果の可視化、④実技力における評
価基準の確立、⑤実技力の学修内容・評価基準の標
準化、が挙げられている。また、これら 5点は、次
のような効果をもたらすことが見込まれている。す
なわち、①専門学群としての固有な実技力の獲得・
向上を保証することで、社会に大きな貢献とインパ

クトをもたらす、②わが国の体育・スポーツ系の大
学・学部等に対し、学生の学力保証、とくに、実技
力という固有かつ重要な学力の向上と評価基準が
明示される、③わが国の体育・スポーツ系の大学・
学部等にとって、将来的に学生が学修し獲得すべき
実技力とその評価基準に関するナショナル・スタン
ダードに成り得る、というものである（平成 25年
度体育系研究プロジェクト申請書から抜粋）。
このような「実技検定」の目的や期待される成果
および効果は、自明のことながら、本学群が公表し
ているディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）の
「幅広い運動に関する基本的な技能と初心者に対す
る指導力を身に付けている」および「特定の運動種
目に関する高い運動能力とアスリートに対する指
導力を身に付けている」とに連動している 14）。そ
して、前者は「標準」に、後者は「上級」に、それ
ぞれ対応することで、「実技検定」は、まさに本学
群が掲げるディプロマ・ポリシーを推進する原動力
の一つとなっているのである。
そしてまた、ディプロマ・ポリシーの一翼を担う

「上級」は、「各自の専門以外の種目も高いレベルで
師
マ マ

範できる技能を修得する」（『平成 26年度体育専
門学群実績報告書』）というねらいをもった「標準」
の議論が先行する中で、平成 21年 10月 9日に開催
された「実技検定WG」の会議において初めて、そ
のレベルが「専門種目の指導者（運動部の指導者）
として認められる技能レベル」と定められ、「標準」
との棲み分けが明示された。その後、その年の 12
月に提出された『教育企画推進委員会中間報告』に
おいて、「上級」は、「専門種目あるいは高校運動部
の指導者として認められる水準」と規定された。爾
来、「標準」と「上級」の二つの異なるレベルから
成る「実技検定」は、平成 25年度から本学群の教
育目標の最上位に位置づけられることとなったの
である（平成 27年度第 2回体育専門学群教育会議）。

1.2　意義と役割
ところで、そもそも体育・スポーツ学を専攻する
学生の学士力は、なにも「体育・スポーツ及び健康
に関する総合的な知識と最新の科学的知見」14）の修
得だけで形成されるわけではない。それは、昨年の
「標準モデル」でも報告したように、全国体育系大
学学長・学部長会教育の質保証委員会の最終報告書
（2011）には、「『3．体育・スポーツ学を学ぶ学生が
習得すべき素養』には『（1）専門職業人としての体
育・スポーツ人になるための能力』として『①身体
運動やスポーツの実技力』が、また、『4．体育・ス
ポーツ学の学習方法と学習成果の評価方法』の対象
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の実質化とその質的保証の「徹底推進」3） （p.2） を
図るため、平成 25年度入学者から「実技検定」を
実施している。この謂わば「筑波スタンダード」の
実技版がなぜ生まれたのか、その背景と経緯につい
ては、すでに昨年度の「標準」を検証する際に報告
した。しかしながら、ここでは今一度、「実技検定」
設置の背景と経緯を簡単にレビューし、「上級」も
必要不可欠であるとした前提について概述する。

21世紀を迎えて、インターネットを通じて授業
を受ける「e-ランニング」や大規模公開オンライン
講座（MOOC）の登場など、教育分野への情報通信
技術（ICT）活用が盛んになったり、教室で講義を
受け自宅で課題に取り組むやり方を反転し、予めパ
ソコン等を使って説明動画を観てきた上で議論や
実習をする「反転授業」の成果が報告されるなど、
わが国でも高等教育の教育システムを再考する時
期が到来した。
例えば、平成 24年 6月に文部科学省から示され

た「大学政策の方向性」では、「大学教育の質的転
換」に「学修成果の把握（アセスメントテスト等）」
「学修時間の増加、教員の組織的教育、学修環境の
整備等」が、さらに「大学教育に求められること」
には「実習や体験活動などの教育によって知的な基
礎に裏付けられた技術や技能を身に付けること」が
示され、それは「教員全体の主体的な参画により、
教員間の連携と協力により教育を実施」すること
でなされると記されている 3）。加えて、平成 25年
5月の「教育再生会議第三次提言」では、「学生の
能動的な活動を取り入れた授業や学習法（アクティ
ブ・ラーニング）、双方向の授業展開」が、平成 26
年 4月の第 20回教育再生実行会議に提出された資
料「教員免許制度・教員養成の改善について」では、
「専門性や実践性に優れた教員を十分に養成してい
く必要がある」ことが明記されてもいる 3）。
こうした背景を踏まえて、体育・スポーツ学にか
かわる分野での「大学教育の質的転換」に対し、「学
生の実技力」に特化したコンテンツという観点か
ら、「体育」の専門学群における学士力の形成・発
展とそのための教育の実質化とその質的保証に応
えようとしたのが「実技検定」である。
その期待される成果には、①実技力の向上、②実
技力学修のための主体的な学びの保証、③実技に関
する授業の学修成果の可視化、④実技力における評
価基準の確立、⑤実技力の学修内容・評価基準の標
準化、が挙げられている。また、これら 5点は、次
のような効果をもたらすことが見込まれている。す
なわち、①専門学群としての固有な実技力の獲得・
向上を保証することで、社会に大きな貢献とインパ

クトをもたらす、②わが国の体育・スポーツ系の大
学・学部等に対し、学生の学力保証、とくに、実技
力という固有かつ重要な学力の向上と評価基準が
明示される、③わが国の体育・スポーツ系の大学・
学部等にとって、将来的に学生が学修し獲得すべき
実技力とその評価基準に関するナショナル・スタン
ダードに成り得る、というものである（平成 25年
度体育系研究プロジェクト申請書から抜粋）。
このような「実技検定」の目的や期待される成果
および効果は、自明のことながら、本学群が公表し
ているディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）の
「幅広い運動に関する基本的な技能と初心者に対す
る指導力を身に付けている」および「特定の運動種
目に関する高い運動能力とアスリートに対する指
導力を身に付けている」とに連動している 14）。そ
して、前者は「標準」に、後者は「上級」に、それ
ぞれ対応することで、「実技検定」は、まさに本学
群が掲げるディプロマ・ポリシーを推進する原動力
の一つとなっているのである。
そしてまた、ディプロマ・ポリシーの一翼を担う

「上級」は、「各自の専門以外の種目も高いレベルで
師
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範できる技能を修得する」（『平成 26年度体育専
門学群実績報告書』）というねらいをもった「標準」
の議論が先行する中で、平成 21年 10月 9日に開催
された「実技検定WG」の会議において初めて、そ
のレベルが「専門種目の指導者（運動部の指導者）
として認められる技能レベル」と定められ、「標準」
との棲み分けが明示された。その後、その年の 12
月に提出された『教育企画推進委員会中間報告』に
おいて、「上級」は、「専門種目あるいは高校運動部
の指導者として認められる水準」と規定された。爾
来、「標準」と「上級」の二つの異なるレベルから
成る「実技検定」は、平成 25年度から本学群の教
育目標の最上位に位置づけられることとなったの
である（平成 27年度第 2回体育専門学群教育会議）。

1.2　意義と役割
ところで、そもそも体育・スポーツ学を専攻する
学生の学士力は、なにも「体育・スポーツ及び健康
に関する総合的な知識と最新の科学的知見」14）の修
得だけで形成されるわけではない。それは、昨年の
「標準モデル」でも報告したように、全国体育系大
学学長・学部長会教育の質保証委員会の最終報告書
（2011）には、「『3．体育・スポーツ学を学ぶ学生が
習得すべき素養』には『（1）専門職業人としての体
育・スポーツ人になるための能力』として『①身体
運動やスポーツの実技力』が、また、『4．体育・ス
ポーツ学の学習方法と学習成果の評価方法』の対象
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に『実技』が採り上げられ」13）ていることからも明
らかである。
一方、平成 18年以降、大学分科会で審議され、
平成 20年 12月に「学士課程教育の構築に向けて」
と冠したタイトルでまとめられた中央教育審議会
の答申の公表を受けて始まった大学におけるカリ
キュラム改革は、体育専門学群のカリキュラム・ポ
リシー（教育課程の編成方針）にも大きな影響を及
ぼすこととなった。
平成 23年 6月に、大学本部は「教育課程の体系化・

構造化」「授業科目の精選」「成績評価基準の厳格化」
を 3本柱とする「2学期制への移行に伴う教育の実
質化・質保証に向けた方策と基本設計（案）」を提
示し、平成 25年度からの 2学期制への移行に伴っ
て、「新たな学期制の運用をスムーズにかつ効果的
に行い、教育の実質化や質の保証をめざしていくこ
とが重要」とされる中で、「方策 4」に「自学自習
を促す履修シラバス等の改善を図る」ことを提示し
た。その一方で、本学群はこうした動向を先取りし、
カリキュラムの改訂作業はすでに平成 22年度に教
育企画推進委員会からの提案を受け、「現行の教育
組織および教育課程の見直し、授業科目の精選、コ
ア科目カリキュラム案の作成、実技検定の作成など
を精力的に行い、平成 25年度から一専攻に移行す
ること（教育組織の改編）」をその年 12月の第 8回
体育専門学群教員会議（当時）で決定していた。
実技関係における教育課程の見直しでは、平成

22年 6月に開催された第 3回教育企画推進委員会
において、「新カリキュラムへの移行について」が
新カリキュラム編成委員会から「コーチング系基礎
科目と実技系科目のあり方」（実技系科目WG案）
として示され、その後、23年度より実質的に始まっ
た教育課程の見直し作業において、平成 23年 12月
の第 8回学群教員会議では、「実技理論・実習」を
含む「専門基礎科目」とそれ以外で 6単位とされた
「専門科目」の改訂案が提示された。併せて、この
会議において初めて、それまでの 3年次にそれぞれ
の種目毎に通年で行われていた「コーチング論演
習」に代わるものとして「種目別コーチング演習Ⅰ・
Ⅱ・Ⅲ」新設の提案がなされたのである。
この「種目別コーチング論」は、「保健体育科（体
づくり運動）指導法」と併せてコーチング学の「実
技系科目」として、各種目の専門理論を講義形式で
概述する 1年生対象の「Ⅰ」（秋 C、1単位）、受講
生の専門種目における高度な実技力の獲得を目的
とした 2年生対象の「Ⅱ」（秋 AB、2単位）、そし
て、各自の専門種目における指導力の習得と向上を
目指す 3年生対象の「Ⅲ」（秋 AB、2単位）から成 
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マ マ

けて」
において記された「⑦・・・資質能力」の形成と発
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日本体育学会大学体育問題特別委員会が目下検討を
続けている「運動部指導者のためのコアカリキュラ
ムの開発」や文部科学省が提唱する「専門的指導を
行うことができる人材を確保し、指導の充実を図
る」4）ことにも密接かつ直接的に影響を及ぼすこと



26 内山治樹　ほか

になるのである。
では、こうした背景・経緯および意義・役割を有
する「上級」を、受講生はどう評価したのであろう
か。次では、授業後に実施したアンケート調査の結
果を分析・考察する。

2　研究方法
2.1　調査対象および手続き
平成 26年度秋 AB「種目別コーチング演習Ⅱ」

を受講した 246名の 2年生を対象とした。表 1は、
18種目毎の担当教員、申込者数、受験者数、合格
者数を示している。
調査においては、当該授業を担当する教員を介し
て対象者に調査用紙への記入を依頼し、配布、回収
を行う配票調査法を採用した。調査実施に際しては、
配布時に担当教員より、1）本調査への回答は個人
の自由意思に基づき、回答しない場合でもいかなる
不利益を被ることはないこと、2）個人情報、プラ

イバシーの保護に万全を尽くすこと、3）本調査の
結果は学術的な目的にのみ使用すること、4）デー
タは全て統計処理され、回答者が特定されないよう
にすること、について調査対象者に口頭で説明を行
い、その同意を得られる場合にのみ回答するように
求めた。回収した調査用紙のうち、記入漏れや記入
ミスのある回答を除外し、最終的に 183名（有効回
答率 74.4％）の回答を分析の対象とした。

2.2　調査時期 
平成 26年 12月中旬～下旬

2.3　調査内容：「上級」モデルにおける質問項目
質問は、「1．筑波大学体育専門学群生としてこの

ような『上級』レベルの『実技検定』を作成した
ことに対してどう思いますか」、「2．『上級』を、『部
活動指導が可能とするレベル』とすることについて
どう思いますか」、「3①．レベル（上級）は高かった

表 1　平成 26年度　実技検定「上級」実施結果
       

      表1 平成26年度 実技検定「上級」実施結果 

    （as of 2015.01.27.）

種目名 担当教員 申込者数 受験者数 合格者数

１． 体操 本谷 4 4 4

２． 器械運動 斎藤 20 8 8

３． ダンス 寺山 5 5 5

４． 陸上 大山・木越 50 47 47

５． 水泳 仙石 15 12 12

６． 野外*1 渡邉 3 0 0

７． バスケットボール 吉田 27 27 24

８． バレーボール 中西 12 8 8

９． ハンドボール 藤本 10 9 9

１０． サッカー 中山 45 38 33

１１． ラグビー*2 古川 12 12 0

１２． テニス 三橋 10 8 8

１３． バドミントン 吹田 7 6 6

１４． 卓球 安藤 3 3 2

１５． ソフトボール 川村 35 29 29

１６． 柔道 増地 17 15 15

１７． 剣道 香田 20 12 12

１８． 弓道 森 3 3 3

  合計 298 246 225

  
*1 上級と「種目別コーチング演習Ⅱ」の内容が大きく異なるため，上級は「演

習Ⅲ」で実施。 

*2 故障者が多いことから，今年度分は28年度の春「ウィーク」で実施。 
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ですか、低かったですか、あるいは適切でしたか」、
「3②．評価基準は明確でしたか」、「3③．動画は活用
しましたか」および「4．その他、『上級』レベル全
般に関して、意見や要望も含め、率直な意見を述べ
て下さい」であった。質問 1、2および 3③につい
ては 3件法によって、質問 3①、3②については 5
件法によって回答を求めた。また、質問 3③におい
ては、動画を活用したと回答した者には「どのよう
な点が参考になったのか」について、活用しなかっ
たと回答した者には「活用し（でき）なかった理由」
についての自由記述を求めた。なお、対象者には
質問 1、2、3①および 3②に対しても自由記述形式 
（「その他に意見・感想があれば述べて下さい」）で
の回答を求めた。

2.4　分析方法 
IBM社の SPSS Text Analytics For Surveys 4.0 Japanese

を用いて、質問項目の自由記述に対してテキストマ
イニングを行い、各質問のキーワードの頻出度から
対象者の回答傾向について分類した。その際、同義
および類義である単語をカテゴリー化し、係り受
け関係を考慮して単語同士を文意が損なわれない

程度に結びつける作業を行った。また、3件法およ
び 5件法による各質問項目の回答結果については、
その割合の差異をχ2検定によって検討し、Ryan法
を用いて多重比較を行った。χ2検定における有意
水準はそれぞれ 5％未満とし、統計処理には IBM 
SPSS Statistics 22.0 Japaneseを用いた。さらに、そ
の他の自由記述形式の質問については、質問項目に
おける各カテゴリーの出現頻度と表現同士の共変
関係（共通性）をサークル上の関係図によって図示
することで、分類したカテゴリー間の関係を視覚的
に捉えることとした。なお、各カテゴリーの出現頻
度の下限は、先行研究より各質問項目における有効
回答数の 5％と設定した 8， 11， 12）。

3　結果と考察
3.1　各質問項目の度数分布とその割合
実施の必要性、レベル（「部活動指導レベル」の
是非と実施内容レベル）、評価基準の明確性および
動画の活用に関する質問 1、2、3①、3②および 3③
における回答の度数分布とその割合を表 2に示し
た。
「上級」レベルの実技検定の必要性については、

表 2　各質問項目の度数分布とその割合

 

表 2 各質問項目の度数分布とその割合 

Item 1   必要 
あってもなくても

どちらでもよい
いらない Total 

「実技検定」を作成したこと 

について 

Frequency 91  79  13 183 

Ratio (%) 49.7  43.2  7.1 100 

Item 2   賛成 分からない 反対 Total 

「上級」を「部活動指導が可能とす

るレベル」とすることについて 

Frequency 107  54  22  183 

Ratio (%) 58.5  29.5  12.0  100 

Item 3-1   高かった
やや 

高かった
高かった

適切 

だった
低かった Total 

レベルについて 
Frequency 5 41 105 28 4 183 

Ratio (%) 2.7 22.4 53.4 15.3 2.2 100 

Item 3-2   非常に

明確 
明確 

やや 

不明確
不明確

分から 

ない 
Total 

評価基準について 
Frequency 39 112 24 2 6 183 

Ratio (%) 21.3 61.2 13.1 1.1 3.3 100 

Item 3-3   大いに 

活用した 

若干 

活用した  

全く活用 

しなかった 
Total 

動画について 
Frequency 13  38  132  183 

Ratio (%) 7.1 20.8  72.1  100 
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91名が必要であると回答し、「あってもなくてもど
ちらでもよい」79名、「いらない」13名であった。
その割合には有意な差が認められ（χ2（2） = 57.84、
p < .05）、多重比較の結果から「必要＞いらない：p 
< .05」および「あってもなくてもどちらでもよい
＞いらない：p < .05」であることが明らかになった。 
「部活動指導レベル」としての是非については、「賛
成」107名、「分からない」54名および「反対」22
名であり、部活動指導に必要な実技レベルを担保す
る検定として概ね支持されるものであることが明
らかとなった。その割合には有意な差が認められ
（χ2（2） = 60.43、p < .05）、多重比較の結果から「賛
成＞分からない＞反対：p < .05」であることが明ら
かとなった。
実施内容レベルに関する質問項目 3①について
は、「高かった」5名、「やや高かった」41名、「適
切だった」105名、「やや低かった」28名および「低
かった」4名であり、その割合に有意な差が認めら
れた（χ2（4） = 186.70、p < .05）。多重比較の結果から、
「適切だった＞高かった、やや高かった、やや低かっ
た、低かった：p < .05」および「高かった、低かっ
た＜やや高かった、やや低かった：p < .05」である
ことが明らかとなった。
この結果から、実施内容のレベルに関しては、比
較的適切であったと感じている学生が多いことが
認められた。また、質問項目 3②の「評価基準の明
確性」ついては、「非常に明確」39名、「明確」112名、
「やや不明瞭」24名、「不明瞭」2名および「分か
らない」6名であった。「非常に明確」、「明確」を
合わせると、約 8割の学生が明確な基準によって実
技検定が運用されていると感じている実態が確認

された。その割合には有意な差が認められ（χ2（4） 
= 218.12、p < .05）、多重比較の結果から「明確＞非
常に明確、やや不明瞭＞不明瞭、分からない：p < 
.05」であることが明らかとなった。質問項目 3③の
「動画の活用」については、13名が「大いに活用し
た」と回答し、「若干活用した」38名および「全く
活用しなかった」132名であり、その割合に有意な
差が認められた（χ2（2） = 129.10、p < .05）。多重比
較の結果は、「全く活用しなかった＞若干活用した
＞大いに活用した：p < .05」であり、動画を活用し
（でき）なかった者の割合は活用した者に比べて有
意に高いことが明らかとなった。

3.2　自由記述
3.2.1　「上級」を作成したことに関する自由記述
実技検定（上級）を作成したことに関しての自由
記述（質問項目 1）におけるカテゴリー出現頻度と
それらの共変関係を図 1に示した。
テキストマイニングの結果、「必要・大切：4名」、

「指導・指導者：4名」、「専門種目：4名」、「必要な
い（困るとは思わない）：4名」、「最低限：3名」お
よび「体育専門学群：2名」のカテゴリーが有効回
答数の 5％以上の出現頻度であった。受講生自身の
「専門種目」である上級レベルの実技検定は、「最低
限」の「指導」力を育成するために、また、「体育
専門学群」生として「必要・大切」であるとのポジ
ティブな回答が得られた。一方で、「必要ない」と
のネガティブなイメージを有する者も確認され、そ
れらのカテゴリーは「専門種目」や「指導・指導者」
と関連付けて述べられることが多いことが明らか
となった。

図 1　質問項目 1，2に関するカテゴリーの出現頻度と共変関係

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問項目 1（有効記述数 11） 質問項目 2（有効回答数 16） 

図 1 質問項目 1，2 に関するカテゴリーの出現頻度と共変関係 
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る検定として概ね支持されるものであることが明
らかとなった。その割合には有意な差が認められ
（χ2（2） = 60.43、p < .05）、多重比較の結果から「賛
成＞分からない＞反対：p < .05」であることが明ら
かとなった。
実施内容レベルに関する質問項目 3①について

は、「高かった」5名、「やや高かった」41名、「適
切だった」105名、「やや低かった」28名および「低
かった」4名であり、その割合に有意な差が認めら
れた（χ2（4） = 186.70、p < .05）。多重比較の結果から、
「適切だった＞高かった、やや高かった、やや低かっ
た、低かった：p < .05」および「高かった、低かっ
た＜やや高かった、やや低かった：p < .05」である
ことが明らかとなった。
この結果から、実施内容のレベルに関しては、比
較的適切であったと感じている学生が多いことが
認められた。また、質問項目 3②の「評価基準の明
確性」ついては、「非常に明確」39名、「明確」112名、
「やや不明瞭」24名、「不明瞭」2名および「分か
らない」6名であった。「非常に明確」、「明確」を
合わせると、約 8割の学生が明確な基準によって実
技検定が運用されていると感じている実態が確認

された。その割合には有意な差が認められ（χ2（4） 
= 218.12、p < .05）、多重比較の結果から「明確＞非
常に明確、やや不明瞭＞不明瞭、分からない：p < 
.05」であることが明らかとなった。質問項目 3③の
「動画の活用」については、13名が「大いに活用し
た」と回答し、「若干活用した」38名および「全く
活用しなかった」132名であり、その割合に有意な
差が認められた（χ2（2） = 129.10、p < .05）。多重比
較の結果は、「全く活用しなかった＞若干活用した
＞大いに活用した：p < .05」であり、動画を活用し
（でき）なかった者の割合は活用した者に比べて有
意に高いことが明らかとなった。

3.2　自由記述
3.2.1　「上級」を作成したことに関する自由記述
実技検定（上級）を作成したことに関しての自由
記述（質問項目 1）におけるカテゴリー出現頻度と
それらの共変関係を図 1に示した。
テキストマイニングの結果、「必要・大切：4名」、

「指導・指導者：4名」、「専門種目：4名」、「必要な
い（困るとは思わない）：4名」、「最低限：3名」お
よび「体育専門学群：2名」のカテゴリーが有効回
答数の 5％以上の出現頻度であった。受講生自身の
「専門種目」である上級レベルの実技検定は、「最低
限」の「指導」力を育成するために、また、「体育
専門学群」生として「必要・大切」であるとのポジ
ティブな回答が得られた。一方で、「必要ない」と
のネガティブなイメージを有する者も確認され、そ
れらのカテゴリーは「専門種目」や「指導・指導者」
と関連付けて述べられることが多いことが明らか
となった。

図 1　質問項目 1，2に関するカテゴリーの出現頻度と共変関係

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問項目 1（有効記述数 11） 質問項目 2（有効回答数 16） 

図 1 質問項目 1，2 に関するカテゴリーの出現頻度と共変関係 
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3.2.2　「上級」を「部活動指導が可能とするレベル」
とすることに関する自由記述
実技検定における「上級」を「部活動指導が可能
とするレベル」とすることに関しての自由記述（質
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共変関係を図 1に示した。
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い、曖昧、違う）：11名」、「指導・指導力（指導能
力）：10名」、「部活動：6名」、「技術（スキル）：5名」、
「専門外（専門種目以外）：2名」および「必要：2
名」のカテゴリーが有効回答数の 5％以上の出現頻
度であった。この結果から、回答者の約 70％が「上
級」の実技検定によって部活動指導が可能となるこ
とに対して否定的な意見を有しており、「不明瞭・
否定」のキーワードは、「指導・指導力」、「部活動」
および「技術」といったカテゴリーと強く結び付い
ていることが明らかとなった。このことは、換言す
るなら、実技検定によって「技術」を検定すること
が必ずしも「指導」や「指導力」を保証することに
はならないことを意味してもいよう。なお、本質問
項目に回答したのは、3件法による回答で「反対」、
「分からない」とした者のみであった。
3.2.3　実施内容レベル、評価基準に関する自由記
述
実技検定「上級」での実施内容レベルに関しての
自由記述（質問項目 3①）におけるカテゴリー出現
頻度とそれらの共変関係を図 2に示した。
テキストマイニングの結果、「改善（～方が良い、
行えるとよかった）：5名」、「難易度（レベル）：3
名」、「高い・難しい：3名」、「技術（スキル）：2名」
および「選択（選択性）：2名」のカテゴリーが有効
回答数の 5％以上の出現頻度であった。この結果よ

り、キーワードの共変関係より、70％の回答者は、
高くて難しい実施内容の「難易度」について、「選
択」の幅を設ける等の「改善」を行う必要があると
感じていることが明らかとなった。他方、実技検定
「上級」における評価基準に関しての自由記述（質
問項目 3②）については、有効回答数が「2」であっ
たため、テキストマイニングによる対象者の回答傾
向についての分析は実施しなかった。
3.2.4　動画の利用に関する自由記述
受講期間中に動画を活用したかどうかについて、

「全く活用しなかった」と回答した者の活用し（で
き）なかった理由、「大いに活用した」、「若干活用
した」と回答した者の参考になった点、それらの自
由記述についてテキストマイニングを施し、分類し
たもののカテゴリーの出現頻度と共変関係を図 3に

図 3　質問項目 3-3に関するカテゴリーの出現頻度と共変関係

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活用しなかった者（有効記述数 72） 活用した者（有効回答数 29） 

図 3 質問項目 3-3 に関するカテゴリーの出現頻度と共変関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問項目 3-1（有効記述数 10） 

図 2 質問項目 3-1 に関するカテゴリーの出現頻度と共変関係 図 2　 質問項目 3-1に関するカテゴリーの出現頻度と共変
関係
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示した。
動画を活用し （でき） なかった理由については、

「動画（Sports PDCA、存在）：26名」、「不要感（必
要がない、わかっていた）：24名」、「知らなかった：
21名」、「説明だけで十分（聞いていた、理解でき
た）：16名」、「利用しづらい（不便、わかりにくい、
ログインしにくい：10名）」、「利用方法の理解不足
（見られなかった、見方がわからない）：8名」、「時
間がなかった（突然）：6名」および「学内のみ（学
外）：6名」のカテゴリーが有効回答数の 5％以上の
出現頻度であった。カテゴリーの共変関係より、「動
画」をそもそも必要としていない者や、利用方法
を「知らなかった」り、十分に理解していない者が
動画を活用し（でき）なかったことが明らかとなっ
た。この結果は、昨年の「標準」の報告と一致する
ものであった 11）。加えて、自身の専門種目に関す
る検定である「上級」においては、授業内での教員
からのガイダンスや説明だけで十分に理解できた
ために、動画を視聴する必要がないと判断した者が
多かったことも明らかとなった。また、昨年の「標
準」の報告と同様に、依然として「利用方法の理解
不足」や Sports PDCAへのアクセスが「学内」に限
定されている点が動画の活用に対する阻害要因と
なっていることが確認された。この結果は、「時間
がなかった（突然）」と併せて、より良い検定にす
る上で重視すべき課題であると考えられる。
動画を活用した者に対して、動画の参考になった
点について記述を求めたところ、「参考・理解（分
かりやすかった）：16名」、「動き方・技術（こつ、技）：
12名」、「動画（Sports PDCA）：8名」、「イメージ（感
じ）：7名」、「どのように（どのような、どんな）：7名」
および「検定（実技検定）：4名」のカテゴリーが有
効回答数の 5％以上の出現頻度であった。キーワー
ドの共変関係より、動画の視聴は、「検定」で求め
られる「動き方・技術」の理解や「どのように」体
を動かすべきなのかといった具体的な「イメージ」
を描く際の参考となる、という点において有用であ
ることが明らかとなった。この回答傾向も、昨年の
「標準モデル」での報告と概ね同様であった。
ただ、動画を視聴することによる恩恵は、上述の
通り、「標準」の結果とほぼ変わりないことが確認
された一方で、動画を視聴する者の割合が比較的低
下していることも明らかとなった。視聴する割合が
低下した一因として、学生にとっては「自身の専門
種目」で「検定」が実施されることに対する違和感
があったのでは、と推察される。

3.2.5　「上級」レベル全般についての意見に関する
自由記述
実技検定（上級）全般に関しての自由記述（質問
項目 4）におけるカテゴリー出現頻度とそれらの共
変関係を図 4に示した。
「レベル（基準）：15名」、「必要・意味：12名」、「難
しい：12名」、「適切・良い・分かりやすい：12名」、「上
級レベル：10名」、「部活動：8名」、「指導・指導者：
7名」「もう少し：7名」、「実技検定：6名」および
「不要・疑問：4名」のカテゴリーが有効回答数の 5％
以上の出現頻度であった。上級レベルの実技検定を
行うことについて「必要」性や意義を感じている学
生がいる一方で、そもそも「実技検定」を行うこと
に対して「疑問」を抱いていたり、「不要」と考え
ていたりする者がいることが明らかになった。これ
は、質問項目 1における 3件法の結果を支持するも
のであった。また、「部活動」と「適切・良い・分
かりやすい」のカテゴリーは、「指導・指導者」を
介して強く結びついており、この結果については、
質問項目 2を首肯するものであった。他方で、「も
う少し」というカテゴリーが確認され、これは、「レ
ベル（基準）」や「適切・良い・分かりやすい」といっ
たカテゴリーと結びついており、対象とした技や戦
術行為の実施レベルの再考や実技検定を行うこと
に対する意義や実施方法のより詳細なガイダンス
を求める傾向があることを示唆していよう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 「上級」レベル全般についての意見に関するカテゴリーの出現頻度と共変関係 

質問項目 4（有効記述数 56） 

図 4　 「上級」レベル全般についての意見に関するカテゴ
リーの出現頻度と共変関係

おわりに
前回の「標準」において述べたように、「実技検定」
は、一方で、学士という学位の質保証、とくに、分
野別の質保証にかかわる方策の先駆けとして、他方
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で、平成 21年度から 6年間に及ぶ概算要求事業「次
世代型体育・スポーツ指導者育成システムの開発事
業」の一翼を担うものとして、体育専門学群生に求
められている学士力に不可欠な実技力の評価と向
上とそのための教育の実質化を図るために考案さ
れた。　
「上級」は、「幅広い運動に関する基本的な技能の
修得」がねらいであった「標準」とは異なり、「特
定の運動種目に関する高い運動能力の修得」に焦点
を当てたことで、「教師教育の質保証」にも関連す
る運動部指導者の資質能力向上という昨今重要視
されている問題を解決する上でも、その果たす役割
は殊の外重要であるといえよう。
また、今回の受講者へのアンケート調査の分析結
果から、上級レベルの実施は、「『最低限』の『指導』
力を育成するために、また、『体育専門学群』生と
して『必要・大切』であるとのポジティブな回答
が得られた」こと、実施内容のレベルに関しては、
「部活動指導に必要な実技レベルを担保する検定と
して概ね支持される」とともに、「比較的適切であっ
たと感じている学生が多いことが認められ」たこ
と、また、評価基準の明確性ついては、「約 8割の
学生が明確な基準によって実技検定が運用されて
いると感じている実態が確認された」こと、そして、
動画は、「動き方・技術」の理解や「どのように」
体を動かすべきなのかといった具体的な「イメー
ジ」を描く際の参考となるという点において有用で
あることが示されたことは、昨年の「標準モデル」
での報告と同様、大きな収穫であったといえよう。
反面、動画の活用については、「標準」同様、「動
画を活用し （でき） なかった者の割合は活用した者
に比べて有意に高」かったり、「動画をそもそも必
要としていない者や、利用方法を知らなかったり、
十分に理解していない者が動画を活用し （でき） な
かったこと」も示された。「上級」は学生自身の専
門種目にかかわるものであるが故に、「授業内での
教員からのガイダンスや説明だけで十分に理解で
きたために、動画を視聴する必要がないと判断し
て」しまったこともあろうが、依然として「利用方
法の理解不足」や「Sports PDCAへのアクセスが学
内に限定」という意見が多数あった事実は重く受け
止めなければならないであろう。
最後に、今後の主たる課題としてとりあえず次の

2点が挙げられ得るであろう。
（1）「実技検定」の周知徹底：学年が経過すること
で認知度も上がっていくことは予想されるが、積極
的な啓発活動の継続は「標準」ともども不可欠であ
る。

（2）動画の活用：予習だけでなく復習のためにも学
生に動画の視聴を促すことは、部活動では詳細に語
られない自分の専門種目における基礎知識や技あ
るいは戦術行為の確認にとって極めて重要である。
普段行っている部活動とは異なる、あるいはその土
台となる「専門性基準」を有する 18種目にも及ぶ
大規模な動画データベースが手軽に使用できるの
であるから、その活用の「徹底促進」は最重要課題
であって、今後は、「標準」と併せて、「上級」の動
画の積極的な視聴を機会ある毎にアピールしてい
くべきである。
このように解決すべき課題は多々あるものの、

「上級」は、わが国の青少年期のスポーツ活動の中
心的な役割を担っている運動部活動およびその指
導者たる教師の意識・構造改革にとって有効かつ
有用なツールとして十分に役立ち得ると考えられ
る。また、運動部指導者養成のための授業科目とし
て「種目別コーチング演習Ⅱ」を立ち上げ、そこで
「上級」を実施したことは、前述したように、日本
体育学会大学体育問題特別委員会において継続審
議されている「運動部指導者のためのコアカリキュ
ラム」と連動するばかりか、「実技力」という観点
からのアプローチとしてその「開発」にも貢献して
いくであろう。
「標準」と「上級」という二つの段階から構成さ
れている「実技検定」は、わが国の体育・スポーツ
学を専攻する学生の「実技力」の向上および実技を
促進する主体的学修支援ツールとして、今後もその
重責を果たしていく責務を有しているといえる。そ
のためにも、前回と今回の調査で得られた課題を真
摯に受け止め、目標として掲げる「ナショナル・ス
タンダード」あるいは「世界基準の質保証の仕組み」
を代表する「グローバル・スタンダード」に近づけ
るよう、適宜、改善・改良を行うことで、これまで
以上に学生や社会の期待に応えていかねばならな
いであろう。
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33「実技検定」の運用とその評価（第 2報）―「上級」モデルの検証―

「実技検定」（上級）アンケート 

実技検定委員会 
筑波大学体育専門学群では，平成 25 年度の入学者から，在学中に学生の「実技能力」向上を積 

極的に図る目的で，その習得度を認定する「実技検定」を実施しています。この「実技検定」に 
は，教員として必要な実技能力に相当するものを「標準」，部活動指導が可能なレベルを「上級」 
（種目別コーチング演習Ⅱで実施），とする 2 種類があります。 
そして，「上級」が今年度から初めて実施されました。 
そこで，今後の更なる充実のために，「上級」についての率直な感想を聞かせて下さい。 

なお，合格状況や予習・復習用の動画は，“SportsPDCA”で観ることができます。 

 

☆ 以下の質問に答えて下さい。（意見を自由に書いていただいて結構です） 

 
１．筑波大学体育専門学群生として、このような「上級」レベルの「実技検定」を作成したことに対

して、どう思いますか。以下の選択肢から一つを選び，○をつけてください。 

 

     １．必要      ２．あってもなくてもどちらでもよい    ３．いらない  

 

 この質問内容に関連して，その他に意見・感想があれば述べて下さい。 

 

 

 

２．「上級」を、「部活動指導が可能とするレベル」とすることについてどう思いますか。以下の選択

肢から一つを選び，○をつけて下さい。 

 

         １．賛成      ２．分からない     ３．反対 

 

この質問内容に関連して，その他に意見・感想があれば述べて下さい。 

 

 

 
３．「実技検定」（上級）の内容についてお聞きします。 （受験種目名：             ） 

 

①レベル（上級）は，高かったですか，低かったですか，あるいは適切でしたか。以下の選択肢から

一つを選び，○をつけて下さい。 

 

１．高かった  ２．やや高かった  ３．適切だった  ４．やや低かった  ５．低かった 
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この質問内容に関連して，その他に意見・感想があれば述べて下さい。 

 
 
 

 
②評価基準は明確でしたか。以下の選択肢から一つを選び，○をつけて下さい。 

  

 １．非常に明確   ２．明確   ３．やや不明確   ４．不明確   ５．分からない 

 

その他に意見・感想があれば述べて下さい。 

 
 
 

 
③動画は活用しましたか。以下の選択肢から一つを選び，○をつけて下さい。 

 

１．大いに活用した   ２．若干活用した   ３．全く活用しなかった 

 

「１」と「２」の人は，どのような点が参考になりましたか。「３」の人は，活用し（でき）なかっ

た理由を述べて下さい。その他，動画について，今後こうしたほうがよいという意見があれば述べ

て下さい。 

 
 
 
 
 

 
 
４．その他，「上級」レベル全般に関して，意見や要望も含め，率直な感想を述べて下さい。 

 
     
   
   
   
   
 

ご協力ありがとうございました。 




